
昭
和
二
十
五
年
大
蔵
省
令
第
四
十
五
号

国
家
公
務
員
等
の
旅
費
支
給
規
程

国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基

き
、
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
支
給
規
程
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。

（
附
属
の
島
）

第
一
条
　
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

二
十
五
年
法
律
第
百
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
二
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
「
附
属
の
島
」
と

は
、
本
州
、
北
海
道
、
四
国
及
び
九
州
に
附
属
す
る
島

を
い
う
。

（
旅
行
取
消
等
の
場
合
に
お
け
る
旅
費
）

第
二
条
　
法
第
三
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
旅

費
の
額
は
、
法
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き

財
務
大
臣
に
協
議
し
て
定
め
る
旅
費
の
額
を
支
給
す
る

場
合
を
除
き
、
左
の
各
号
に
規
定
す
る
額
に
よ
る
。

一
　
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
若
し
く
は
車
賃
と
し

て
、
又
は
ホ
テ
ル
、
旅
館
そ
の
他
の
宿
泊
施
設
の
利

用
を
予
約
す
る
た
め
支
払
つ
た
金
額
で
、
所
要
の
払

い
も
ど
し
手
続
を
と
つ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
払
い

も
ど
し
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
額
。
但

し
、
そ
の
額
は
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
者
が
、
当
該

旅
行
に
つ
い
て
法
に
よ
り
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
た
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
、
車
賃
又
は
宿
泊
料

の
額
を
そ
れ
ぞ
れ
こ
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

二
　
赴
任
に
伴
う
住
所
又
は
居
所
の
移
転
の
た
め
又
は

外
国
へ
の
旅
行
に
伴
う
支
度
の
た
め
支
払
つ
た
金
額

で
、
当
該
旅
行
に
つ
い
て
法
に
よ
り
支
給
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
た
移
転
料
又
は
支
度
料
の
額
の
三
分
の

一
に
相
当
す
る
額
の
範
囲
内
の
額

三
　
外
国
へ
の
旅
行
に
伴
う
外
貨
の
買
入
又
は
こ
れ
に

準
ず
る
経
費
を
支
弁
す
る
た
め
支
払
つ
た
金
額
で
、

当
該
旅
行
に
つ
い
て
法
に
よ
り
支
給
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
た
額
の
範
囲
内
の
額

（
旅
費
喪
失
の
場
合
に
お
け
る
旅
費
）

第
三
条
　
法
第
三
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
旅

費
の
額
は
、
左
の
各
号
に
規
定
す
る
額
に
よ
る
。
但

し
、
そ
の
額
は
、
現
に
喪
失
し
た
旅
費
額
を
こ
え
る
こ

と
が
で
き
な
い
。

一
　
現
に
所
持
し
て
い
た
旅
費
額
（
輸
送
機
関
を
利
用

す
る
た
め
の
乗
車
券
、
乗
船
券
等
の
切
符
類
で
当
該

旅
行
に
つ
い
て
購
入
し
た
も
の
（
以
下
「
切
符
類
」

と
い
う
。
）
を
含
む
。
以
下
本
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
全
部
を
喪
失
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
喪
失
し
た
時

以
後
の
旅
行
を
完
了
す
る
た
め
法
の
規
定
に
よ
り
支

給
す
る
こ
と
が
で
き
る
額

二
　
現
に
所
持
し
て
い
た
旅
費
額
の
一
部
を
喪
失
し
た

場
合
に
は
、
前
号
に
規
定
す
る
額
か
ら
喪
失
を
免
が

れ
た
旅
費
額
（
切
符
類
に
つ
い
て
は
、
購
入
金
額
の

う
ち
、
未
使
用
部
分
に
相
当
す
る
金
額
）
を
差
し
引

い
た
額

（
旅
行
命
令
等
の
通
知
）

第
三
条
の
二
　
旅
行
命
令
権
者
は
、
旅
行
命
令
等
を
発

し
、
又
は
変
更
し
た
場
合
に
は
、
で
き
る
だ
け
す
み
や

か
に
当
該
旅
行
命
令
簿
等
を
支
出
官
等
に
提
示
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
旅
行
命
令
簿
等
の
記
載
事
項
又
は
記
録
事
項
及
び
様

式
）

第
四
条
　
法
第
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
旅
行
命
令
簿
等

の
記
載
事
項
又
は
記
録
事
項
及
び
様
式
は
、
別
表
第
一

に
よ
る
。

（
路
程
の
計
算
）

第
五
条
　
内
国
旅
行
の
旅
費
の
計
算
上
必
要
な
路
程
の
計

算
は
、
左
の
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
も
の

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
鉄
道
　
鉄
道
事
業
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九

十
二
号
）
第
十
三
条
に
規
定
す
る
鉄
道
運
送
事
業
者

の
調
に
係
る
鉄
道
旅
客
貨
物
運
賃
算
出
表
に
掲
げ
る

路
程

二
　
水
路
　
海
上
保
安
庁
の
調
に
係
る
距
離
表
に
掲
げ

る
路
程

三
　
陸
路
　
地
方
公
共
団
体
の
長
そ
の
他
当
該
路
程
の

計
算
に
つ
い
て
信
頼
す
る
に
足
る
者
に
よ
り
証
明
さ

れ
た
路
程

２
　
前
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
路
程
を
計

算
し
が
た
い
場
合
に
は
、
当
該
各
号
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
前
項
第
三
号
の
規
定
に
準
じ
て
計
算
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

３
　
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
陸
路
の
路
程
を
計
算

す
る
場
合
に
は
、
そ
の
証
明
の
基
準
と
な
る
点
で
、
当

該
旅
行
の
出
発
箇
所
又
は
目
的
箇
所
に

も
近
い
も
の

を
起
点
と
す
る
。

４
　
陸
路
と
鉄
道
、
水
路
又
は
航
空
と
に
わ
た
る
旅
行
に

つ
い
て
陸
路
の
路
程
を
計
算
す
る
場
合
に
は
、
前
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
鉄
道
駅
、
波
止
場
又
は
飛
行
場

を
も
起
点
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
　
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
陸
路
の
路
程
を
計
算
し
が
た

い
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
地
方
公

共
団
体
の
長
の
証
明
す
る
元
標
そ
の
他
当
該
陸
路
の
路

程
の
計
算
に
つ
い
て
信
頼
す
る
に
足
る
も
の
を
起
点
と

し
て
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
　
外
国
旅
行
の
旅
費
の
計
算
上
必
要
な
路
程
の
計
算

は
、
前
五
項
の
規
定
の
趣
旨
に
準
じ
て
行
う
も
の
と
す

る
。

（
旅
行
命
令
等
の
変
更
の
申
請
）

第
六
条
　
旅
行
者
が
、
法
第
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
旅
行
命
令
等
の
変
更
を
申
請
す
る
場
合
に

は
、
そ
の
変
更
の
必
要
を
証
明
す
る
に
足
る
資
料
を
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
旅
費
請
求
書
の
種
類
、
記
載
事
項
又
は
記
録
事
項
及

び
様
式
）

第
七
条
　
法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
旅
費
請
求
書

の
種
類
、
記
載
事
項
又
は
記
録
事
項
及
び
様
式
は
、
左

の
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

一
　
第
二
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
旅
費
以
外
の

旅
費
を
請
求
す
る
場
合
に
は
、
別
表
第
二
の
第
一
号

様
式
に
よ
る
旅
費
請
求
書
。
但
し
、
法
第
三
条
第
一

項
に
規
定
す
る
赴
任
に
係
る
旅
費
及
び
法
第
二
十
五

条
又
は
第
三
十
八
条
（
法
の
他
の
条
文
に
お
い
て
こ

れ
ら
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
扶

養
親
族
移
転
料
を
請
求
す
る
場
合
に
は
、
別
表
第
二

の
第
二
号
様
式
に
よ
る
旅
費
請
求
書

二
　
法
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
日
額
旅
費
又
は
法
第

二
十
七
条
（
法
第
四
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
在
勤
地
内
旅
行
の
旅
費

（
移
転
料
を
除
く
。
）
を
請
求
す
る
場
合
に
は
、
別
表

第
二
の
第
三
号
様
式
に
よ
る
旅
費
請
求
書

三
　
法
第
四
十
一
条
に
規
定
す
る
旅
行
手
当
を
請
求
す

る
場
合
に
は
、
別
表
第
二
の
第
四
号
様
式
に
よ
る
旅

費
請
求
書

四
　
法
第
三
十
条
に
規
定
す
る
旅
費
又
は
法
第
四
十
条

に
規
定
す
る
死
亡
手
当
を
請
求
す
る
場
合
に
は
、
別

表
第
二
の
第
五
号
様
式
に
よ
る
旅
費
請
求
書

五
　
法
第
三
条
第
六
項
に
規
定
す
る
旅
費
を
請
求
す
る

場
合
に
は
、
別
表
第
二
の
第
六
号
様
式
に
よ
る
旅
費

請
求
書

六
　
法
第
三
条
第
七
項
に
規
定
す
る
旅
費
を
請
求
す
る

場
合
に
は
、
別
表
第
二
の
第
七
号
様
式
に
よ
る
旅
費

請
求
書

七
　
概
算
払
に
係
る
旅
費
を
精
算
す
る
場
合
で
あ
つ

て
、
当
該
精
算
額
が
概
算
払
に
係
る
旅
費
額
と
同
一

で
あ
る
場
合
に
は
、
別
表
第
二
の
第
八
号
様
式
に
よ

る
旅
費
精
算
請
求
書

２
　
前
項
各
号
に
定
め
る
旅
費
請
求
書
及
び
旅
費
精
算
請

求
書
は
、
当
該
請
求
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し

た
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他

人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方

式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る

情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
を
も
つ

て
、
当
該
請
求
書
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
旅
費
請
求
書
に
添

付
す
べ
き
資
料
は
、
別
表
第
三
に
掲
げ
る
資
料
と
す

る
。

４
　
法
第
十
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
方
法
は
、

各
庁
の
長
が
定
め
る
方
法
と
す
る
。

（
旅
費
の
請
求
手
続
）

第
八
条
　
法
第
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
期
間
は
、
や

む
を
得
な
い
事
情
の
た
め
旅
行
命
令
権
者
の
承
認
を
得

た
場
合
を
除
く
外
、
旅
行
の
完
了
し
た
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
二
週
間
と
す
る
。

２
　
法
第
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
期
間
は
、
精
算
に

よ
る
過
払
金
の
返
納
の
告
知
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
二
週
間
と
す
る
。

３
　
法
第
十
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
給
与
の
種
類
は
、

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五

年
法
律
第
九
十
五
号
）
に
規
定
す
る
俸
給
、
俸
給
の
特

別
調
整
額
、
本
府
省
業
務
調
整
手
当
、
初
任
給
調
整
手

当
、
専
門
ス
タ
ッ
フ
職
調
整
手
当
、
扶
養
手
当
、
地
域

手
当
、
広
域
異
動
手
当
、
単
身
赴
任
手
当
、
特
殊
勤
務

手
当
、
特
地
勤
務
手
当
（
同
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ

る
手
当
を
含
む
。
）
、
超
過
勤
務
手
当
、
休
日
給
、
夜
勤

手
当
、
宿
日
直
手
当
及
び
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
、

又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
給
与
と
す
る
。

（
在
勤
地
内
旅
行
の
旅
費
）

第
九
条
　
法
第
二
十
七
条
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
は
、

左
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
旅
行
が
、
行
程
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
十
六
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
未
満
の
場
合
又
は
引
き
続
き
五
時
間
以
上

八
時
間
未
満
の
場
合
に
は
、
日
当
の
定
額
の
三
分
の

一
に
相
当
す
る
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し

た
額
）

二
　
旅
行
が
、
行
程
十
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
又
は
引

き
続
き
八
時
間
以
上
の
場
合
に
は
、
日
当
の
定
額
の

二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の

端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
に
相
当
す
る
額
を

控
除
し
た
額
）

２
　
前
項
の
規
定
は
、
法
第
四
十
二
条
に
お
い
て
法
第
二

十
七
条
第
一
号
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
準
用
す

る
。

（
特
定
航
空
旅
行
）

第
九
条
の
二
　
法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す

る
長
時
間
に
わ
た
る
航
空
路
に
よ
る
旅
行
と
し
て
財
務

省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る
。

一
　
本
邦
と
次
の
地
域
を
除
い
た
地
域
と
の
間
の
航
空

旅
行
　
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
ベ
ト
ナ
ム
、
カ
ン
ボ
ジ

ア
、
北
朝
鮮
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
タ
イ
、
大
韓
民

国
、
台
湾
、
中
華
人
民
共
和
国
、
東
テ
ィ
モ
ー
ル
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
、
ブ
ル
ネ
イ
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
ミ
ャ
ン

1



マ
ー
、
モ
ン
ゴ
ル
、
ラ
オ
ス
、
ハ
ワ
イ
諸
島
、
グ
ア

ム
、
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
、
ハ
バ
ロ
フ
ス
ク
及
び
ユ
ジ

ノ
サ
ハ
リ
ン
ス
ク

二
　
前
号
以
外
の
場
合
に
お
い
て
、
一
の
旅
行
区
間
に

お
け
る
所
要
航
空
時
間
が
八
時
間
以
上
の
航
空
旅
行

（
外
国
旅
行
移
転
料
の
水
路
加
算
）

第
十
条
　
法
第
三
十
六
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る

「
財
務
省
令
で
定
め
る
場
合
」
の
う
ち
、
水
路
の
場
合

は
、
移
転
に
伴
う
家
財
の
輸
送
の
通
常
の
経
路
に
含
ま

れ
る
家
財
の
積
み
お
ろ
し
又
は
積
込
み
に
利
用
す
る
港

（
以
下
本
条
に
お
い
て
「
利
用
す
る
港
」
と
い
う
。
）

が
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
地
域
に
属
す
る
同
表
の

中
欄
に
掲
げ
る
港
の
場
合
と
し
、
同
項
同
号
に
規
定
す

る
「
財
務
省
令
で
定
め
る
額
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下

欄
に
掲
げ
る
割
合
を
定
額
（
法
第
三
十
六
条
第
一
項
第

三
号
に
規
定
す
る
定
額
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

地
域

港

割
合

北

ア

メ

リ

カ

諸

国

の

東

海
岸

モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
、
ト
ロ
ン
ト
、
シ
カ

ゴ
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
ボ
ル
チ
モ
ア
、

ニ
ュ
ー
オ
リ
ン
ズ
及
び
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン

百

分

の

三

十

北

ア

メ

リ

カ

諸

国

の

西

海
岸

バ
ン
ク
ー
バ
ー
、
シ
ア
ト
ル
、
ポ
ー
ト

ラ
ン
ド
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
、
ロ
サ

ン
ゼ
ル
ス
及
び
ホ
ノ
ル
ル

百

分

の

四

十
五

メ

キ

シ

コ

及

び

中

央

ア

メ

リ

カ

諸
国

ア
カ
プ
ル
コ
、
サ
ン
ホ
セ
、
ラ
・
リ
ベ

ル
タ
ッ
ド
、
ア
マ
パ
ラ
、
コ
リ
ン
ト
、

プ
ン
タ
レ
ナ
ス
及
び
コ
ロ
ン

百

分

の

二

十

カ

リ

ブ

海
諸
国

ハ
バ
ナ
、
ポ
ル
ト
ー
プ
ラ
ン
ス
及
び
サ

ン
ト
ド
ミ
ン
ゴ

百

分

の

四

十
五

南

ア

メ

リ

カ

諸

国

ラ
・
ゲ
イ
ラ
、
ベ
レ
ン
、
マ
ナ
ウ
ス
、

レ
シ
フ
ェ
、
リ
オ
デ
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
、
サ

ン
ト
ス
、
リ
オ
・
グ
ラ
ン
デ
、
モ
ン
テ

ビ
デ
オ
、
ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
、
バ
ル

パ
ラ
イ
ソ
、
マ
タ
ラ
ニ
、
カ
リ
ヤ
オ
、

ガ
ヤ
キ
ル
、
ヴ
エ
ナ
ベ
ン
ツ
ラ
、
ア
ス

ン
シ
オ
ン
及
び
エ
ン
カ
ル
ナ
シ
オ
ン

百

分

の

四

十
五

西

ア

フ

リ

カ

諸

国

ダ
カ
ー
ル
、
モ
ン
ロ
ビ
ア
、
ア
ビ
ジ
ャ

ン
、
テ
マ
、
ラ
ゴ
ス
、
ド
ア
ラ
、
リ
ー

ブ
ル
ビ
ル
及
び
マ
タ
デ
ィ

百

分

の

二

十

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
利
用
す
る
港
が
二
以
上
あ

る
場
合
に
お
け
る
前
項
の
額
は
、
こ
れ
ら
の
港
に
お
け

る
額
の
う
ち
の
、

高
額
の
港
の
一
に
対
す
る
額
と
す

る
。

（
外
国
旅
行
移
転
料
の
陸
路
加
算
）

第
十
一
条
　
法
第
三
十
六
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る

「
財
務
省
令
で
定
め
る
場
合
」
の
う
ち
、
陸
路
の
場
合

は
、
移
転
に
伴
う
家
財
の
輸
送
の
通
常
の
経
路
に
含
ま

れ
る
陸
路
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
距
離
の
場
合
と
し
、

同
項
同
号
に
規
定
す
る
「
財
務
省
令
で
定
め
る
額
」

は
、
当
該
各
号
に
規
定
す
る
額
と
す
る
。

一
　
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
三
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未

満
　
定
額
に
百
分
の
十
五
を
乗
じ
て
得
た
額

二
　
三
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
五
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未

満
　
定
額
に
百
分
の
二
十
を
乗
じ
て
得
た
額

三
　
五
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
千
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未

満
　
定
額
に
百
分
の
二
十
五
を
乗
じ
て
得
た
額

四
　
千
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
二
千
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未

満
　
定
額
に
百
分
の
三
十
を
乗
じ
て
得
た
額

五
　
二
千
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
　
定
額
に
百
分
の
三
十

五
を
乗
じ
て
得
た
額

（
外
国
旅
行
移
転
料
を
支
給
す
る
場
合
の
扶
養
親
族
居

住
地
の
特
例
）

第
十
二
条
　
法
第
三
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
「
財
務

省
令
で
定
め
る
扶
養
親
族
の
居
住
地
」
は
、
各
庁
の
長

が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
扶
養
親
族
の
居
住
地

と
す
る
。

（
外
国
旅
行
の
途
中
に
お
け
る
退
職
者
等
の
旅
費
）

第
十
三
条
　
法
第
四
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
支
給

す
る
旅
費
は
、
そ
の
つ
ど
、
法
第
四
十
四
条
第
一
項
及

び
第
二
項
の
規
定
の
趣
旨
に
従
い
、
各
庁
の
長
が
財
務

大
臣
に
協
議
し
て
定
め
る
旅
費
と
す
る
。

（
内
国
旅
行
甲
地
方
の
範
囲
）

第
十
四
条
　
法
別
表
第
一
の
一
備
考
に
規
定
す
る
「
財
務

省
令
で
定
め
る
地
域
」
は
、
東
京
都
の
特
別
区
の
存
す

る
地
域
並
び
に
大
阪
市
、
名
古
屋
市
、
横
浜
市
、
京
都

市
及
び
神
戸
市
の
う
ち
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関

す
る
法
律
第
十
一
条
の
三
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
五
号

ま
で
に
規
定
す
る
地
域
手
当
の
級
地
（
次
条
に
お
い
て

「
特
定
級
地
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

第
十
五
条
　
法
別
表
第
一
の
一
備
考
に
規
定
す
る
「
財
務

省
令
で
定
め
る
も
の
」
は
、
前
条
に
規
定
す
る
地
域
以

外
の
地
域
で
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
に
規
定

す
る
指
定
都
市
の
う
ち
、
特
定
級
地
と
す
る
。

（
外
国
旅
行
指
定
都
市
の
範
囲
）

第
十
六
条
　
法
別
表
第
二
の
一
の
備
考
二
に
規
定
す
る
指

定
都
市
は
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
、
ニ
ュ

ー
ヨ
ー
ク
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
、
ワ
シ
ン
ト
ン
、
ジ

ュ
ネ
ー
ブ
、
ロ
ン
ド
ン
、
モ
ス
ク
ワ
、
パ
リ
、
ア
ブ
ダ

ビ
、
ジ
ッ
ダ
、
ク
ウ
ェ
ー
ト
、
リ
ヤ
ド
及
び
ア
ビ
ジ
ャ

ン
の
地
域
と
す
る
。

（
外
国
旅
行
に
係
る
地
域
の
定
義
）

第
十
七
条
　
法
別
表
第
二
の
一
の
備
考
二
に
規
定
す
る
次

の
各
号
に
掲
げ
る
地
域
と
し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
地

域
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
地
域
と
す
る
。

一
　
北
米
地
域
　
北
ア
メ
リ
カ
大
陸
（
メ
キ
シ
コ
以
南

の
地
域
を
除
く
。
）
、
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
、
ハ
ワ
イ
諸

島
、
バ
ミ
ュ
ー
ダ
諸
島
及
び
グ
ア
ム
並
び
に
そ
れ
ら

の
周
辺
の
島
し
よ
（
西
イ
ン
ド
諸
島
及
び
マ
リ
ア
ナ

諸
島
（
グ
ア
ム
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）

二
　
欧
州
地
域
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
（
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ

ャ
ン
、
ア
ル
メ
ニ
ア
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス

タ
ン
、
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
、
キ
ル
ギ
ス
、
ジ
ョ
ー
ジ

ア
、
タ
ジ
キ
ス
タ
ン
、
ト
ル
ク
メ
ニ
ス
タ
ン
、
ベ
ラ

ル
ー
シ
、
モ
ル
ド
バ
及
び
ロ
シ
ア
を
含
み
、
ト
ル
コ

を
除
く
。
）
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
英

国
、
マ
ル
タ
及
び
キ
プ
ロ
ス
並
び
に
そ
れ
ら
の
周
辺

の
島
し
よ
（
ア
ゾ
レ
ス
諸
島
、
マ
デ
ィ
ラ
諸
島
及
び

カ
ナ
リ
ア
諸
島
を
含
む
。
）

三
　
中
近
東
地
域
　
ア
ラ
ビ
ア
半
島
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ

ン
、
イ
ス
ラ
エ
ル
、
イ
ラ
ク
、
イ
ラ
ン
、
ク
ウ
ェ
ー

ト
、
ヨ
ル
ダ
ン
、
シ
リ
ア
、
ト
ル
コ
及
び
レ
バ
ノ
ン

並
び
に
そ
れ
ら
の
周
辺
の
島
し
よ

四
　
ア
ジ
ア
地
域
（
本
邦
を
除
く
。
）
　
ア
ジ
ア
大
陸

（
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
、
ア
ル
メ
ニ
ア
、
ウ
ク
ラ
イ

ナ
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
、
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
、
キ
ル
ギ

ス
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
、
タ
ジ
キ
ス
タ
ン
、
ト
ル
ク
メ
ニ

ス
タ
ン
、
ベ
ラ
ル
ー
シ
、
モ
ル
ド
バ
、
ロ
シ
ア
及
び

前
号
に
定
め
る
地
域
を
除
く
。
）
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、

東
テ
ィ
モ
ー
ル
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
及
び
ボ
ル
ネ
オ
並
び

に
そ
れ
ら
の
周
辺
の
島
し
よ

五
　
中
南
米
地
域
　
メ
キ
シ
コ
以
南
の
北
ア
メ
リ
カ
大

陸
、
南
ア
メ
リ
カ
大
陸
、
西
イ
ン
ド
諸
島
及
び
イ
ー

ス
タ
ー
並
び
に
そ
れ
ら
の
周
辺
の
島
し
よ

六
　
大
洋
州
地
域
　
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
大
陸
及
び
ニ
ュ

ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
並
び
に
そ
れ
ら
の
周
辺
の
島
し
よ
並

び
に
ポ
リ
ネ
シ
ア
海
域
、
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
海
域
及
び

メ
ラ
ネ
シ
ア
海
域
に
あ
る
島
し
よ
（
ハ
ワ
イ
諸
島
及

び
グ
ア
ム
を
除
く
。
）

七
　
ア
フ
リ
カ
地
域
　
ア
フ
リ
カ
大
陸
、
マ
ダ
ガ
ス
カ

ル
、
マ
ス
カ
レ
ー
ニ
ュ
諸
島
及
び
セ
ー
シ
ェ
ル
諸
島

並
び
に
そ
れ
ら
の
周
辺
の
島
し
よ
（
ア
ゾ
レ
ス
諸

島
、
マ
デ
ィ
ラ
諸
島
及
び
カ
ナ
リ
ア
諸
島
を
除
く
。
）

八
　
南
極
地
域
　
南
極
大
陸
及
び
周
辺
の
島
し
よ

（
外
国
旅
行
甲
地
方
の
範
囲
）

第
十
八
条
　
法
別
表
第
二
の
一
の
備
考
二
に
規
定
す
る
甲

地
方
は
、
前
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
定
め
る
地

域
の
う
ち
第
十
六
条
の
地
域
以
外
の
地
域
で
、
ア
ゼ
ル

バ
イ
ジ
ャ
ン
、
ア
ル
バ
ニ
ア
、
ア
ル
メ
ニ
ア
、
ウ
ク
ラ

イ
ナ
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
、
エ
ス
ト
ニ
ア
、
カ
ザ
フ
ス

タ
ン
、
キ
ル
ギ
ス
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
、
ク
ロ
ア
チ
ア
、
コ

ソ
ボ
、
ス
ロ
バ
キ
ア
、
ス
ロ
ベ
ニ
ア
、
セ
ル
ビ
ア
、
タ

ジ
キ
ス
タ
ン
、
チ
ェ
コ
、
ト
ル
ク
メ
ニ
ス
タ
ン
、
ハ
ン

ガ
リ
ー
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
、
ベ
ラ
ル
ー
シ
、
ポ
ー
ラ
ン

ド
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
、
北
マ
ケ
ド
ニ
ア

共
和
国
、
モ
ル
ド
バ
、
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
、
ラ
ト
ビ
ア
、

リ
ト
ア
ニ
ア
、
ル
ー
マ
ニ
ア
及
び
ロ
シ
ア
を
除
い
た
地

域
と
す
る
。

（
外
国
旅
行
丙
地
方
の
範
囲
）

第
十
九
条
　
法
別
表
第
二
の
一
の
備
考
二
に
規
定
す
る
丙

地
方
は
、
第
十
七
条
第
四
号
、
第
五
号
、
第
七
号
及
び

第
八
号
に
定
め
る
地
域
の
う
ち
第
十
六
条
の
地
域
以
外

の
地
域
で
、
イ
ン
ド
シ
ナ
半
島
（
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
タ

イ
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
及
び
マ
レ
ー
シ
ア
を
含
む
。
）
、
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
、
大
韓
民
国
、
東
テ
ィ
モ
ー
ル
、
フ
ィ
リ
ピ

ン
、
ボ
ル
ネ
オ
及
び
香
港
並
び
に
そ
れ
ら
の
周
辺
の
島

し
よ
を
除
い
た
地
域
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
二
十

五
年
四
月
一
日
以
後
の
旅
行
か
ら
適
用
す
る
。
但
し
、

第
四
条
及
び
第
六
条
か
ら
第
八
条
ま
で
の
規
定
は
、
昭

和
二
十
五
年
五
月
一
日
以
後
出
発
す
る
旅
行
か
ら
適
用

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
二
六
年
三
月
三
一
日
大
蔵
省
令

第
一
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
二
十

六
年
四
月
一
日
以
後
に
出
発
す
る
旅
行
か
ら
適
用
す

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
七
年
二
月
九
日
大
蔵
省
令
第

六
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
二
十
七
年
二
月
十
一
日
か
ら
施

行
し
、
昭
和
二
十
六
年
十
二
月
五
日
以
後
に
出
発
す
る

旅
行
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
七
年
四
月
一
五
日
大
蔵
省
令

第
四
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
二
十

七
年
四
月
一
日
以
後
の
旅
行
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
九
年
一
月
一
八
日
大
蔵
省
令

第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
二
十

八
年
十
二
月
二
十
五
日
以
後
の
旅
行
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
一
年
五
月
一
日
大
蔵
省
令
第

三
一
号
）
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こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
同
日
以
後

に
出
発
す
る
旅
行
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
二
年
六
月
一
日
大
蔵
省
令
第

四
六
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
三
十

二
年
六
月
一
日
以
後
に
出
発
す
る
旅
行
か
ら
適
用
す

る
。

２
　
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
り
暫
定
手
当
が
支
給
さ
れ
る

間
は
、
改
正
後
の
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
支
給
規
程
第

八
条
第
三
項
の
規
定
中
「
扶
養
手
当
」
と
あ
る
の
は

「
扶
養
手
当
、
暫
定
手
当
」
と
し
て
、
同
項
の
規
定
を

適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
七
年
四
月
二
四
日
大
蔵
省
令

第
三
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
三
十

七
年
五
月
一
日
以
後
に
出
発
す
る
旅
行
か
ら
適
用
す

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
八
年
三
月
二
五
日
大
蔵
省
令

第
一
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

し
、
同
日
以
後
に
出
発
す
る
旅
行
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
〇
年
三
月
八
日
大
蔵
省
令
第

五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
四
十

年
一
月
一
日
以
後
に
出
発
す
る
旅
行
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
〇
年
一
二
月
二
三
日
大
蔵
省

令
第
六
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

し
、
同
日
以
後
に
出
発
す
る
旅
行
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
一
年
六
月
一
七
日
大
蔵
省
令

第
四
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
六
月
二
日
大
蔵
省
令
第

三
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
省
令

の
施
行
の
日
以
後
に
出
発
す
る
旅
行
か
ら
適
用
し
、
同

日
前
に
出
発
し
た
旅
行
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
一
二
月
二
二
日
大
蔵
省

令
第
六
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
三
年
六
月
二
六
日
大
蔵
省
令

第
三
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
南
方
諸
島
及
び
そ
の
他
の
諸
島
に
関

す
る
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
協
定
の
効

力
発
生
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
四
年
五
月
九
日
大
蔵
省
令
第

三
〇
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
四
年
五
月
十
日
か
ら
施
行

す
る
。

２
　
改
正
前
の
別
表
第
二
（
第
一
号
様
式
（
甲
）
）
旅
費

概
算
精
算
請
求
書
、
別
表
第
二
（
第
二
号
様
式
（
甲
）
）

旅
費
概
算
精
算
請
求
書
、
別
表
第
二
（
第
一
号
様
式

（
乙
）
第
二
号
様
式
（
乙
）
）
、
別
表
第
二
（
第
三
号
様

式
（
甲
）
）
旅
費
概
算
精
算
請
求
書
、
別
表
第
二
（
第

三
号
様
式
（
乙
）
）
及
び
別
表
第
二
（
第
七
号
様
式
）

旅
費
請
求
書
の
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
つ

く
ろ
い
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
五
年
一
二
月
二
八
日
大
蔵
省

令
第
七
三
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
昭
和
四
十
五
年
十
二
月
十
六
日
以
前
に
出
発
し
た
旅

行
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
六
年
二
月
六
日
大
蔵
省
令
第

四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
四
十

六
年
一
月
二
十
五
日
以
後
に
出
発
す
る
旅
行
か
ら
適
用

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
四
七
年
三
月
二
九
日
大
蔵
省
令

第
一
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
四
十

七
年
一
月
二
十
一
日
以
後
に
出
発
す
る
旅
行
か
ら
適
用

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
四
七
年
五
月
一
三
日
大
蔵
省
令

第
四
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
七
年
五
月
十
五
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
八
年
五
月
二
日
大
蔵
省
令
第

三
〇
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
改
正
後
の
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
支
給
規
程
（
以
下

「
新
規
程
」
と
い
う
。
）
第
十
条
及
び
別
表
第
三
の
第
六

の
規
定
は
、
昭
和
四
十
八
年
四
月
一
日
以
後
に
完
了
す

る
旅
行
か
ら
適
用
し
、
新
規
程
第
十
八
条
の
規
定
は
、

昭
和
四
十
八
年
四
月
一
日
以
後
に
出
発
す
る
旅
行
及
び

同
日
前
に
出
発
し
、
か
つ
、
同
日
以
後
に
完
了
す
る
旅

行
の
う
ち
同
日
以
後
の
期
間
に
対
応
す
る
分
に
つ
い
て

適
用
し
、
当
該
旅
行
の
う
ち
同
日
前
の
期
間
に
対
応
す

る
分
及
び
同
日
前
に
完
了
し
た
旅
行
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
改
正
前
の
別
表
第
二
（
第
一
号
様
式
（
甲
）
）
旅
費

概
算
精
算
請
求
書
の
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取

り
つ
く
ろ
い
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
一
一
月
七
日
大
蔵
省
令

第
四
四
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
改
正
後
の
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
支
給
規
程
（
以
下

「
新
規
程
」
と
い
う
。
）
は
、
次
項
に
定
め
る
も
の
を
除

き
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い

う
。
）
以
後
に
完
了
す
る
旅
行
に
つ
い
て
適
用
し
、
施

行
日
前
に
完
了
す
る
旅
行
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

３
　
新
規
程
第
十
三
条
、
第
十
七
条
及
び
第
十
八
条
の
規

定
（
着
後
手
当
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
は
、
施
行
日

以
後
に
出
発
す
る
旅
行
及
び
施
行
日
前
に
出
発
し
、
か

つ
、
施
行
日
以
後
に
完
了
す
る
旅
行
の
う
ち
施
行
日
以

後
の
期
間
に
対
応
す
る
分
に
つ
い
て
適
用
し
、
当
該
旅

行
の
う
ち
施
行
日
前
の
期
間
に
対
応
す
る
分
及
び
施
行

日
前
に
完
了
し
た
旅
行
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
三
月
三
一
日
大
蔵
省
令

第
一
二
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

２
　
改
正
後
の
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
支
給
規
程
（
以
下

「
新
規
程
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
別
表
第
二
の
規
定

並
び
に
次
項
及
び
第
四
項
で
定
め
る
も
の
を
除
き
、
こ

の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）

以
後
に
完
了
す
る
旅
行
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前

に
完
了
す
る
旅
行
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

３
　
新
規
程
第
十
七
条
の
規
定
（
着
後
手
当
に
係
る
部
分

及
び
次
項
の
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
施
行
日
以

後
に
出
発
す
る
旅
行
及
び
施
行
日
前
に
出
発
し
、
か

つ
、
施
行
日
以
後
に
完
了
す
る
旅
行
の
う
ち
施
行
日
以

後
の
期
間
に
対
応
す
る
分
に
つ
い
て
適
用
し
、
当
該
旅

行
の
う
ち
施
行
日
前
の
期
間
に
対
応
す
る
分
及
び
施
行

日
前
に
完
了
し
た
旅
行
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

４
　
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
を
旅
行
先
と
す
る
旅
行
に
係

る
新
規
程
第
十
七
条
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
出
発

す
る
旅
行
か
ら
適
用
し
、
施
行
日
前
に
出
発
し
た
旅
行

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
四
月
一
五
日
大
蔵
省
令

第
二
〇
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
改
正
後
の
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
支
給
規
程
（
以
下

「
新
規
程
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
の
規
定
は
、
次
項
で

定
め
る
も
の
を
除
き
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下

「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
完
了
す
る
旅
行
に
つ
い

て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
完
了
し
た
旅
行
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
新
規
程
第
十
七
条
の
規
定
（
着
後
手
当
に
係
る
部
分

を
除
く
。
）
は
、
施
行
日
以
後
に
出
発
す
る
旅
行
及
び

施
行
日
前
に
出
発
し
、
か
つ
、
施
行
日
以
後
に
完
了
す

る
旅
行
の
う
ち
施
行
日
以
後
の
期
間
に
対
応
す
る
分
に

つ
い
て
適
用
し
、
当
該
旅
行
の
う
ち
施
行
日
前
の
期
間

に
対
応
す
る
分
及
び
施
行
日
前
に
完
了
し
た
旅
行
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
四
月
三
〇
日
大
蔵
省
令

第
二
五
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
改
正
後
の
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
支
給
規
程
（
次
項

に
お
い
て
「
新
規
程
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
次
項

に
定
め
る
も
の
を
除
き
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以

下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
完
了
す
る
旅
行
に

つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
完
了
し
た
旅
行
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
新
規
程
第
十
七
条
及
び
第
十
八
条
の
規
定
（
着
後
手

当
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
は
、
施
行
日
以
後
に
出
発

す
る
旅
行
及
び
施
行
日
前
に
出
発
し
、
か
つ
、
施
行
日

以
後
に
完
了
す
る
旅
行
の
う
ち
施
行
日
以
後
の
期
間
に

対
応
す
る
分
に
つ
い
て
適
用
し
、
当
該
旅
行
の
う
ち
施

行
日
前
の
期
間
に
対
応
す
る
分
及
び
施
行
日
前
に
完
了

し
た
旅
行
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
四
月
二
四
日
大
蔵
省
令

第
一
七
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
改
正
後
の
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
支
給
規
程
（
以
下

「
新
規
程
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
次
項
及
び
第
四
項

に
定
め
る
も
の
を
除
き
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以

下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
完
了
す
る
旅
行
に

つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
完
了
し
た
旅
行
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
新
規
程
第
十
七
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で
の
規
定
（
着

後
手
当
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
は
、
施
行
日
以
後
に

出
発
す
る
旅
行
及
び
施
行
日
前
に
出
発
し
、
か
つ
、
施

行
日
以
後
に
完
了
す
る
旅
行
の
う
ち
施
行
日
以
後
の
期

間
に
対
応
す
る
分
に
つ
い
て
適
用
し
、
当
該
旅
行
の
う

ち
施
行
日
前
の
期
間
に
対
応
す
る
分
及
び
施
行
日
前
に

完
了
し
た
旅
行
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

４
　
キ
ン
シ
ャ
サ
、
ラ
ゴ
ス
及
び
リ
ー
ブ
ル
ヴ
ィ
ル
を
旅

行
先
と
す
る
旅
行
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
新
規
程
第
十
七
条
の
規
定
は
施
行
日
以
後
に

出
発
す
る
旅
行
か
ら
適
用
し
、
施
行
日
前
に
出
発
し
た

旅
行
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
、
施
行
日
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前
に
受
け
て
い
た
旅
費
と
同
額
の
旅
費
を
支
給
す
る
こ

と
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
一
二
月
二
一
日
大
蔵
省

令
第
六
〇
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

「
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
」
を
「
一
般

職
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
規
定

は
、
昭
和
六
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
家
公
務
員
等
の

旅
費
支
給
規
程
の
規
定
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
以

後
に
出
発
す
る
旅
行
か
ら
適
用
し
、
同
日
前
に
出
発
し

た
旅
行
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
三
月
二
七
日
大
蔵
省
令

第
一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
四
月
六
日
大
蔵
省
令
第
四

三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
四
月
一
三
日
大
蔵
省
令
第

一
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
一
二
月
一
日
大
蔵
省
令
第

三
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
九
月
一
九
日
大
蔵
省
令
第

四
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
一
二
月
二
四
日
大
蔵
省
令

第
五
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
二
月
二
六
日
大
蔵
省
令
第

三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
四
月
三
日
大
蔵
省
令
第
二

一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
二
月
一
〇
日
大
蔵
省
令
第

一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
八
月
三
一
日
大
蔵
省
令
第

八
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
一
般
職
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇

等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
六
年
九
月
一

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
三
月
二
四
日
大
蔵
省
令
第

九
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
の
改
正
規
定
は
、
平
成

七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
施
行
の
際
、
現
に
存
す
る
こ
の
省
令
に
よ

る
改
正
前
の
書
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ

を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
四
月
五
日
大
蔵
省
令
第
二

五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
一
二
月
一
九
日
大
蔵
省
令

第
八
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
三
一
日
大
蔵
省
令

第
四
三
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

２
　
改
正
後
の
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
支
給
規
程
の
規
定

は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
に
出
発
す
る
旅
行
か

ら
適
用
し
、
同
日
前
に
出
発
し
た
旅
行
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
八
月
二
一
日
大
蔵
省
令

第
六
九
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す

る
。
た
だ
し
、
第
百
八
十
一
条
第
一
項
、
第
百
八
十
二

条
第
一
項
（
改
正
前
国
共
済
施
行
規
則
第
七
十
八
条
中

「
十
二
分
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
九
分
の
二
」
と
読
み

替
え
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
二
項
並
び
に
第
百
八

十
三
条
第
一
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す

る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
現
に
存
す
る
こ
の
省
令
に

よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ

れ
を
取
り
繕
い
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
五
月
二
四
日
財
務
省
令

第
三
五
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
国
家
公
務
員
等
の
旅
費

支
給
規
程
の
規
定
は
、
平
成
十
四
年
五
月
二
十
日
か
ら

適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
三
月
三
一
日
財
務
省
令

第
四
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
旧
書
式
の
使
用
）

第
十
条
　
こ
の
省
令
施
行
の
際
、
現
に
存
す
る
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
前
の
書
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、

こ
れ
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
〇
月
二
八
日
財
務
省

令
第
六
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
六
日
財
務
省
令
第

七
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

２
　
第
一
条
に
よ
る
改
正
後
の
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
支

給
規
程
第
十
四
条
及
び
第
十
五
条
の
規
定
は
、
こ
の
省

令
の
施
行
の
日
以
後
に
出
発
す
る
旅
行
か
ら
適
用
し
、

同
日
前
に
出
発
し
た
旅
行
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
七
月
五
日
財
務
省
令
第

四
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
一
二
日
財
務
省
令

第
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
九
月
二
八
日
財
務
省
令

第
五
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
三
月
一
三
日
財
務
省
令

第
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
四
月
一
〇
日
財
務
省
令

第
二
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
三
月
三
一
日
財
務
省
令

第
一
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
一
二
日
財
務
省
令

第
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
七
年
五
月
一
一
日
財
務
省
令

第
五
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
七
日
財
務
省
令
第
一

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
現
に
存
す
る
改
正
前
の
様

式
又
は
書
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取

り
繕
い
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
四
月
一
日
財
務
省
令
第
三

五
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
現
に
存
す
る
こ
の
省
令
に

よ
る
改
正
前
の
書
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ

れ
を
取
り
繕
い
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
六
月
一
五
日
財
務
省
令
第

四
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
五
日
財
務
省
令

第
九
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
現
に
存
す
る
こ
の
省
令
に

よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ

れ
を
取
り
繕
い
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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別
表
第
一
（
甲
）

 別表第一（甲）

氏名

年月日 金　額 年月日 金　額

日間
円 円

日間

日間

日間

日間

日間

日間

日間

日間

日間

 備考　１．本様式は、使途に従い不用の文字は抹消して使用すること。
　　　 ２．旅行命令等を変更の場合には、変更後の旅行命令等の備考欄に旅行命令等の変更の事実及び変更前の旅行命令等の
　 　　　発令年月日を記載すること。
　 　　３．必要があるときは、各欄の配置に所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

精　　算　　払
備     考

旅行者
の確認

支出官
等の確
認

自　年　月　日
至　年　月　日

自　年　月　日
至　年　月　日

自　年　月　日
至　年　月　日

概　　算　　払

所 属 部 局 課
（又は所属団体）

官職（又は職業）

No. 命　　令
 依　　頼

　 旅　　行　

職  務  の  級
年　月　日　級
年　月　日　級

住　　　所
（又は居所）

簿

発　令
年月日

用　　　　務 用　 務 　先 旅　行　期　間
旅行命
令権者
の確認

自　年　月　日
至　年　月　日

自　年　月　日
至　年　月　日

自　年　月　日
至　年　月　日

自　年　月　日
至　年　月　日

自　年　月　日
至　年　月　日

 
用
紙
寸
法
　
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４

自　年　月　日
至　年　月　日

自　年　月　日
至　年　月　日

別
表
第
一
（
乙
）

 別表第一（乙）

年月日 金　額 年月日 金　額

日間
円 円

日間

日間

日間

日間

日間

日間

日間

日間

日間

日間

日間

日間

 備考　１．旅行命令等を変更の場合には、変更後の旅行命令等の備考欄に旅行命令等の変更の事実及び変更前の旅行命令等の
 　　　　発令年月日を記載すること。
　 　　２．必要があるときは、各欄の配置に所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

発　令
年月日

用　　　　務 用　 務 　先 旅　行　期　間
旅行命
令権者
の確認

旅行者
の確認

支出官
等の確
認

概　　算　　払 精　　算　　払
備     考

自　年　月　日
至　年　月　日

自　年　月　日
至　年　月　日

自　年　月　日
至　年　月　日

自　年　月　日
至　年　月　日

自　年　月　日
至　年　月　日

自　年　月　日
至　年　月　日

自　年　月　日
至　年　月　日

自　年　月　日
至　年　月　日

自　年　月　日
至　年　月　日

自　年　月　日
至　年　月　日  

用
紙
寸
法
　
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４

自　年　月　日
至　年　月　日

自　年　月　日
至　年　月　日

自　年　月　日
至　年　月　日

別
表
第
二
（
第
一
号
様
式
（
甲
）
）

　別表第二（第一号様式（甲））

路　程 運賃
急行
料金

特別車
両料金
その他

計 路　程 運賃
特別
船室
料金

寝台料
金その
他○○

計
日
数

定額
夜
数

定額
夜
数

定額

　　　   キロメ
ートル

円 円 円 円 　　　   キロメ
ートル

円 円 円 円 円 円 日 円 夜 円 夜 円

 備考　１．本様式は、使途に従い不用の文字は抹消して使用すること。
 　　　２．航空賃、食卓料の欄に限つては省略することができる。
 　　　３．必要があるときは、各欄の配置に所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

用
紙
寸
法
　
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４

 支出官等
　　　　　　　　　　　　　殿

官職（又は職業） 職務の級

法　第　三　十　九　条　の　二　の　旅　費

支　　　度　　　料
定　　　　　　額

円

旅　　費
 概　　算
 精　　算

請　　求　　書

宿泊
地○

年月日

概　　　　算　　　　額
円

追　　　　給　　　　額
円

精　　　　算　　　　額

到着
地○

鉄　　　　道　　　　賃
円

出発
地○

経路

円

船　　　　　　　　　　　　賃

定　額

差　　引　　額
円

既　　給　　額
円

氏　　　　　　　　名

　上記のとおり旅費を請求します。
　　　　　　令和　　　年　　月　　日
　上記の金額を領収しました。
　　　　　　令和　　　年　　月　　日
　　　　氏　名

備
　
　
考

　　　   キロメ
ートル

円

実費額

車　　　　賃

　　　   キロメ
ートル

合　　　　　　　　計

請求者
所属部局課（又は所属団体）

宿泊料 食卓料

旅行命令権者の確認

返　　　　納　　　　額
円

航空
賃○

日当

別
表
第
二
（
第
二
号
様
式
（
甲
）
）

特別車
両料金
その他

寝台料
金その
他

計
日
数

定額 定額
夜
数

円 円 円 円 日 円 円 夜

円

 備考　１．本様式は、使途に従い不用の文字は抹消して使用すること。
 　　　２．扶養親族移転料だけを請求する場合には、本人分の旅費を括弧書すること。
 　　　３．航空賃、食卓料の欄に限つては、省略することができる。
 　　　４．必要があるときは、各欄の配置に所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

用
紙
寸
法
　
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４

円

　　　上記のとおり旅費を請求します。　　　　　令和　　　　年　　　　月　　　　日
　　　上記の金額を領収しました。　　　　　　　令和　　　　年　　　　月　　　　日
　　　　　　　　　　氏　名

円 円

旅　　費　

円

船　　　　　　　　　賃

　　キロメ
ートル

航空賃

夜 円

円 円

車　賃
円

官　　　職

円

特別
船室
料金

円

職務の級

備　考

 支出官等
　　　　　　　　　　　 殿

請求者
所 属 部 局 課 氏　　　名

円 円

到着
地○

宿泊
地○

支　度　料

食卓料
円円円

定額

食卓料

定 額
航空
賃○

返　　　　納　　　　額
円

日当

円夜円

着後手当
円

旅行命令権者の確認

夜
数

車　　賃

実費額

精　　　　算　　　　額 追　　　　給　　　　額

　　キロメ
ートル

概　　　　算　　　　額

宿泊料
円

出発
地○

経路

円

運賃運賃

　　キロメ
ートル

路 程
年月日

鉄　　　　道　　　　賃

合 計

計着後
手当

急行
料金

円

日　　当
円

計

宿泊料

路 程

路程移転
料○

六歳以上十二歳未満

六 歳 未 満
計

人 員
人

キロメ
ートル

区　　　　　分
十 二 歳 以 上

円 円 円

鉄道賃

日

船　賃

差引額既給額

 別表第二（第二号様式（甲））
概　　算
精　　算

　請　　求　　書

計

法第三十九条の二の旅費
円

　　キロメ
ートル

円

日　当 宿泊料移

転

料

扶

養

親

族

定額
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別
表
第
二
（
第
一
号
様
式
（
乙
）
第
二
号
様
式
（
乙
）
）

第一号様式（乙）
第二号様式（乙）

路 程 運賃
急行
料金

特別車
両料金
その他

計 路 程 運賃
特別
船室
料金

寝台料
金その
他○○

計 定 額
日
数

定額
夜
数

定額
夜
数

定額

　　　キロメ
ートル

円 円 円 円 　　　キロメ
ートル

円 円 円 円 円 　　　キロメ
ートル

円 日 円 夜 円 夜 円

　　　キロメ
ートル

円

 備考　１．本様式は、使途に従い不用の文字は抹消して使用すること。
       ２．航空賃、食卓料の欄に限つては、省略することができる。
　 　　３．必要があるときは、各欄の配置に所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

鉄　　　道　　　賃 日当 宿泊料

年月日
実費額

車　　　賃

 別表第二

用
紙
寸
法
　
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４

食卓料

合　　　　　計

船　　　　　　　賃
航空
賃

出発
地○

経路
到着
地○

宿泊
地○

別
表
第
二
（
第
三
号
様
式
（
甲
）
）

旅行命令権者の確認

路程
運賃、特別
車両料金又
は実費額

路程
運賃、特別
船室料金又
は実費額

定額 定額

円 　　キロメ
ートル

円 　　キロメ
ートル

円 　　キロメ
ートル

円 円 円

　　キロメ
ートル

円

 備考　１．本様式は、使途に従い不用の文字は抹消して使用すること。
　 　　２．必要があるときは、各欄の配置に所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

職務の級

合　　　　　　　　　　計

円

概　　　　算　　　　額 精　　　　算　　　　額

 支出官等

　　　　　　　　殿

円

請求者
所　属　部　局　課

日当又は
日額旅費

所要時間

鉄　　道　　賃

　上記のとおり旅費を請求します。　　　　　　　　　　　令和　　　年　　　月　　　日
　上記の金額を領収しました。　　　　　　　　　　　　　令和　　　年　　　月　　　日
　　　　　　　　氏　名

時間 夜

官　　　職

追　　　　給　　　　額

円

備　　　　考

円

実費額

車　　賃

夜数

宿　泊　料

その他

返　　納　　額

氏　　　名

用
紙
寸
法
　
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４

 別表第二（第三号様式（甲））
概　　算
精　　算

請　　求　　書　　旅　　費

年月日 出発地 到着地 宿泊地

船　　　　賃

別
表
第
二
（
第
三
号
様
式
（
乙
）
）

路 程
運賃、特別
車両料金又
は実費額

路 程
運賃、特別
船室料金又
は実費額

定 額 夜数 定 額

時間 円 　　キロメ
ートル

円 　　キロメ
ートル

円 　　キロメ
ートル

円 夜 円 円

　　キロメ
ートル

円

 備考　必要があるときは、各欄の配置に所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

宿　泊　料
日当又は
日額旅費

年月日出発地 到着地 宿泊地 所要時間

鉄　　道　　賃 船　　　　賃

実費額

車　　　賃

 別表第二（第三号様式（乙））

用
紙
寸
法
　
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４

備   考その他

合　　　　　　　　　　　　計

別
表
第
二
（
第
四
号
様
式
）

概  　算
精　　算

旅 行 命 令 権 者 の 確 認

所 属 部 局 課

官 職

職 務 の 級

氏 名

区 分 金　　　　　　額

鉄 道 賃 円

船 賃 円

航 空 賃 円

車 賃 円

日 当 円

宿 泊 料 円

食 卓 料 円

支 度 料 円

計 円

 備考　１．本様式は、使途に従い不用の文字は抹消して使用すること。
 　　　２．必要があるときは、各欄の配置に、所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

　別表第二（第四号様式）

 支出官等
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 殿

 請　　求　　書旅　　費 

算

出

根

拠

　
用
紙
寸
法
　
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４備 考

　上記のとおり旅費を請求します。　　　　　　令和　　　年　　　月　　　日
　上記の金額を領収しました。　　　　　　　　令和　　　年　　　月　　　日
　　　　　　　氏　名

請

求

者

請　　　　求　　　　額 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

摘　　　　　　　　　　　　　　要
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別
表
第
二
（
第
五
号
様
式
）

 別表第二（第五号様式）

住 所
（又は所属部局課）
職 業
（又 は 官 職）
死 亡 者 と の 続 柄
（ 又 は 職 務 の 級 ）

氏 名

所 属 部 局 課

官 職

職 務 の 級

氏 名

請求者との続柄

 備考　１．本様式は、使途に従い不用の文字は抹消して使用すること。
 　　　２．必要があるときは、各欄の配置に所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

　　　　旅　　　費　　　請　　　求　　　書

 
 
 
用
紙
寸
法
　
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４

円

　上記のとおり旅費を請求します。　　令和　　　年　　　月　　　日
　上記の金額を領収しました。　　　　令和　　　年　　　月　　　日
　　　　　　　　氏　名

備考

　算出根拠

死
　
亡
　
者

 支出官等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 殿

請 求 額

旅 行 命 令

権者の確認

請
　
求
　
者

別
表
第
二
（
第
六
号
様
式
）

　別表第二（第六号様式）

所 属 部 局 課
（ 又 は 住 所 ）
官 職
( 又 は 職 業 ）
職 務 の 級
(又は職員との続柄）

氏 名

区 分

鉄 道 賃

船 賃

航 空 賃

車 賃

移 転 料

支 度 料

そ の 他

計

 備考　１．本様式は、使途に従い不用の文字は抹消して使用すること。
 　　　２．必要があるときは、各欄の配置に所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

 支出官等
　　　　　　　　　　　　　　　　殿

請　　　　求　　　　額

算
　
出
　
根
　
拠

本 人 分

旅 行 命 令
権者の確認

扶養親族分 計

　
　請求事由

円

備 考

内　　　　　　　　　訳

請
　
求
　
者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　上記のとおり旅費を請求します。　　令和　　　年　　　月　　　日
　上記の金額を領収しました。        令和　　　年　　　月　　　日
　　　　　　　  氏　名

用
紙
寸
法
　
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４

旅　　　費　　　請　　　求　　　書

円 円

別
表
第
二
（
第
七
号
様
式
）

路 程 運賃
急行
料金

特別車
両料金
その他

運賃
特別
船室
料金

計
夜
数

定額
夜
数

定額

　　キロメ
ートル

円 円 円 円 円 円 円 円 夜 円 夜 円

 備考　必要があるときは、各欄の配置に所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

備　考

路 程

官 職
請求者

宿泊
地○

所 属 部 局 課

計

鉄 道 賃

　　旅　　費　　請　　求　　書

喪失以後の旅行に必要な旅費額
円

喪失を免れた旅費額
円

　別表第二（第七号様式）

喪
失
以
後
の
旅
行
に
必
要
な
旅
費

請求額

年月
日○

出発
地○

 支出官等
　　　　　　　 殿

経路

　　　　　　円

到着
地○

合 計

航空
賃

職 務 の 級

　　キロメ
ートル

宿泊料 食卓料

旅行命令権者の確認

日
数

定額

差　　引　　額
円

実費額

喪失
事由根拠

算出

円

氏 名

定額

日　当車 賃
寝台料
金○○
その他

船 賃

円 日　　キロメ
ートル

用
紙
寸
法
　
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４

　上記のとおり旅費を請求します。　　　令和　　　年　　　月　　　日
　上記の金額を領収しました。　　　　  令和　　　年　　　月　　　日
　　　　　　　　氏　名

円

　　キロメ
ートル

円

別
表
第
二
（
第
八
号
様
式
）

 備考　必要があるときは、各欄の配置に所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

　
　
　
　
　
用
紙
寸
法
　
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
４

　
　　　上記のとおり令和　　　年　　　月　　　日付旅行命令等に基く概算払旅費を精算します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　　年　　　月　　　日

職務の級

　

氏 名 旅行命令権者の確認 支出官等
　

  　　　  　　　　殿

請求者

所属部局課（又は所属団体）

　　　旅費精算額の計算内容は、令和　　　年　　　月　　　日付旅費概算請求書の計算内容と同じである。

概 算 額

円

精 算 額

円

備

考

円

差 引 額

 別表第二（第八号様式） 　　　　　旅　　費　　精　　算　　請　　求　　書

官職（又は職業）
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別
表
第
三

第
一
　
第
七
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
旅
費
請
求

書
に
添
附
す
べ
き
資
料

一
　
法
第
三
十
二
条
第
一
号

、
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号

に
規
定
す
る
運
賃
、
法
第
三

十
三
条
第
一
号
若
し
く
は
第

二
号
に
規
定
す
る
運
賃
又
は

法
第
三
十
四
条
第
一
項
第
一

号
、
第
二
号
若
し
く
は
第
三

号
に
規
定
す
る
運
賃

運
賃
の
等
級
及
び
額
を
証

明
す
る
に
足
る
資
料

二
　
法
第
十
七
条
第
一
項
第

四
号
に
規
定
す
る
寝
台
料
金

、
法
第
三
十
二
条
第
四
号
に

規
定
す
る
運
賃
若
し
く
は
同

条
第
五
号
に
規
定
す
る
急
行

料
金
若
し
く
は
寝
台
料
金
、

法
第
三
十
三
条
第
三
号
に
規

定
す
る
運
賃
若
し
く
は
同
条

第
四
号
に
規
定
す
る
寝
台
料

金
又
は
法
第
三
十
四
条
第
一

項
第
四
号
に
規
定
す
る
運
賃

公
務
上
の
必
要
を
証
明
す

る
資
料
及
び
そ
の
支
払
を

証
明
す
る
に
足
る
資
料

三
　
法
第
十
八
条
に
規
定
す

る
航
空
賃

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に

足
る
資
料

四
　
法
第
十
九
条
第
一
項
但

書
に
規
定
す
る
車
賃

公
務
上
の
必
要
又
は
天
災

そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事

情
を
証
明
す
る
資
料
及
び

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に

足
る
資
料

五
　
法
第
三
十
四
条
第
二
項

に
規
定
す
る
車
賃

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に

足
る
資
料

六
　
法
第
二
十
八
条
第
一
項

第
二
号
（
法
第
四
十
三
条
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
に
規
定
す
る
鉄
道
賃
、

船
賃
又
は
車
賃

公
務
上
の
必
要
又
は
天
災

そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事

情
を
証
明
す
る
資
料
及
び

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に

足
る
資
料

七
　
法
第
二
十
条
第
二
項

（
法
第
三
十
五
条
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
宿
泊

の
場
合
に
お
け
る
日
当
又
は

法
第
二
十
一
条
第
二
項
（
法

第
三
十
五
条
第
四
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

に
規
定
す
る
宿
泊
料

公
務
上
の
必
要
又
は
天
災

そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事

情
を
証
明
す
る
資
料

八
　
法
第
二
十
二
条
又
は
法

第
三
十
五
条
第
三
項
に
規
定

す
る
食
卓
料

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に

足
る
資
料

九
　
法
第
二
十
三
条
又
は
法

第
三
十
六
条
に
規
定
す
る
移

転
料

職
員
の
移
転
、
扶
養
親
族

で
あ
る
こ
と
及
び
そ
の
移

転
を
証
明
す
る
資
料
の
外
、

法
第
二
十
三
条
第
三
項
の

規
定
に
該
当
す
る
場
合
に

は
そ
の
期
間
延
長
の
許
可

を
証
明
す
る
に
足
る
資
料
、

法
第
三
十
六
条
第
三
項
の

規
定
に
該
当
す
る
場
合
に

は
、
そ
の
移
転
の
許
可
を

証
明
す
る
に
足
る
資
料

十
　
法
第
三
十
九
条
の
二
に

規
定
す
る
旅
費

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に

足
る
資
料

十
一
　
法
第
二
十
五
条
又
は

法
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る

扶
養
親
族
移
転
料

扶
養
親
族
で
あ
る
こ
と
並

び
に
そ
の
年
齢
及
び
移
転

を
証
明
す
る
資
料
の
外
、

第
三
十
八
条
第
一
項
第
二

号
の
規
定
に
該
当
す
る
場

合
に
は
、
そ
の
移
転
の
許

可
を
証
明
す
る
に
足
る
資

料

十
二
　
法
第
二
十
九
条
又
は

法
第
四
十
四
条
に
規
定
す
る

旅
費

外
国
在
勤
地
に
お
い
て
又

は
旅
行
中
に
退
職
等
と
な

つ
た
こ
と
、
退
職
等
の
事

由
、
退
職
等
を
知
つ
た
日

に
い
た
地
及
び
所
定
の
期

間
内
に
帰
住
又
は
退
職
等

に
伴
う
旅
行
を
し
た
こ
と

を
証
明
す
る
資
料

十
三
　
法
第
三
十
条
第
四
項

又
は
法
第
四
十
五
条
に
規
定

す
る
旅
費

職
員
の
死
亡
、
遺
族
で
あ

る
こ
と
及
び
そ
の
帰
住
を

証
明
す
る
資
料

十
四
　
法
第
四
十
七
条
第
一

項
に
規
定
す
る
旅
費

法
の
規
定
に
該
当
す
る
こ

と
を
証
明
す
る
資
料

十
五
　
外
国
旅
行
の
旅
費

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の

外
、
毎
日
の
行
程
、
宿
泊

地
名
及
び
宿
泊
施
設
名
、

搭
乗
し
た
列
車
、
船
舶
又

は
航
空
機
の
路
線
名
及
び

そ
れ
ら
の
発
着
時
刻
等
を

記
載
又
は
記
録
し
た
旅
行

日
記

第
二
　
第
七
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
旅
費
請
求

書
に
添
附
す
べ
き
資
料

一
　
法
第
二
十
七
条
第
二
号

（
法
第
四
十
二
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

に
規
定
す
る
宿
泊
料

公
務
上
の
必
要
又
は
天
災

そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事

情
を
証
明
す
る
資
料

二
　
法
第
二
十
七
条
第
三
号

（
法
第
四
十
二
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

に
規
定
す
る
船
賃
、
車
賃

第
一
の
六
に
掲
げ
る
資
料

第
三
　
第
七
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
旅
費
請
求

書
に
添
附
す
べ
き
資
料

法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
協
議
の
内
容
を
確
認
す

る
に
足
る
資
料
の
写

第
四
　
第
七
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
旅
費
請
求

書
に
添
附
す
べ
き
資
料

職
員
又
は
配
偶
者
の
死
亡
、
そ
の
死
亡
地
及
び
遺
族
で

あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
資
料

第
五
　
第
七
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
旅
費
請
求

書
に
添
附
す
べ
き
資
料

損
失
額
、
旅
行
命
令
等
の
取
消
又
は
旅
費
の
支
給
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
者
の
死
亡
及
び
扶
養
親
族
で
あ
る

こ
と
を
証
明
す
る
資
料

第
六
　
第
七
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
旅
費
請
求

書
に
添
附
す
べ
き
資
料

交
通
機
関
の
事
故
又
は
天
災
そ
の
他
財
務
大
臣
が
定
め

る
事
情
に
よ
り
旅
費
額
を
喪
失
し
た
こ
と
及
び
喪
失
額

を
証
明
す
る
資
料
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